
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
に
対

す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
関
係
者
は
認
識
し
、
一
層
の
サ
ー
ビ

ス
の
改
善
と
需
要
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
努
め
、
利
用
者
の
選
択
性
を
高
め

る
た
め
の
方
策
、
最
新
の
Ｉ
Ｔ
技
術
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
利
用
者
利
便
の
向
上
に
資
す
る
情
報
提
供
、
乗
り
場
の

整
備
等
を
、
関
係
者
の
緊
密
な
連
携
に
よ
り
推
進
す
る
こ
と
。

二
、
全
国
各
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
の
供
給
過
剰
と
そ
れ
に
伴
う
違
法
不
適
切
な
事
業
運
営
、
労
働
条
件
の
悪
化
等
の
実
情

を
踏
ま
え
、
そ
の
対
策
を
迅
速
か
つ
効
果
的
に
行
う
観
点
か
ら
、
特
定
地
域
の
指
定
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

ま
た
、
特
定
地
域
で
は
、
新
規
参
入
や
増
車
が
需
要
増
を
喚
起
す
る
と
明
ら
か
に
見
込
め
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て

こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
特
定
地
域
に
指
定
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
に
つ
い
て
も
、
特
定
特
別
監
視
地
域
へ

の
指
定
を
検
討
す
る
等
供
給
過
剰
発
生
の
未
然
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
協
議
会
が
策
定
す
る
地
域
計
画
に
は
、
過
度
な
運
賃
競
争
の
回
避
や
労
働
条
件
改
善
・
向
上
の
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
記

載
さ
れ
る
よ
う
基
本
方
針
に
明
記
す
る
こ
と
。

ま
た
、
協
議
会
に
お
い
て
は
、
地
方
運
輸
局
は
、
か
つ
て
需
給
調
整
を
実
施
し
て
い
た
際
の
手
法
等
に
よ
り
、
地
域
に
お

け
る
適
正
車
両
数
を
算
定
し
示
す
こ
と
。



四
、
タ
ク
シ
ー
が
地
域
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
と
し
て
十
分
な
機
能
を
果
た
し
得
る
よ
う
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
及
び
そ
の
団

体
、
関
係
地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
者
の
要
望
を
十
分
踏
ま
え
た
支
援
制
度
の
活
用
・
創
設
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
特
定
地
域
に
お
い
て
協
議
会
に
参
加
し
な
い
事
業
者
、
減
車
等
に
協
力
し
な
い
事
業
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
経
営

状
況
を
十
分
に
確
認
す
る
な
ど
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
、
活
性
化
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

五
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
健
全
な
競
争
を
図
る
た
め
、
同
一
地
域
同
一
運
賃
の
実
現
が
必
要
と
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適
切
な

運
賃
制
度
及
び
そ
の
運
用
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

六
、
今
後
策
定
さ
れ
る
運
賃
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
各
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
タ
ク
シ
ー
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
の
適
切
な
運
賃
水
準
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
自
動
認
可
運
賃
の
幅
の
縮
小
、
適
切
な
運
賃
水
準
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た
下
限

割
れ
運
賃
等
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

七
、
労
働
条
件
の
悪
化
防
止
、
違
法
不
適
切
な
事
業
運
営
の
排
除
、
タ
ク
シ
ー
運
賃
の
不
当
競
争
の
防
止
、
特
定
事
業
計
画
認

定
時
の
協
調
減
車
に
関
す
る
迅
速
な
調
整
等
の
た
め
、
関
係
省
庁
連
携
の
下
、
監
査
指
導
体
制
の
充
実
強
化
、
労
働
関
係
法

令
違
反
に
対
す
る
処
分
の
強
化
等
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

八
、
国
土
交
通
省
及
び
厚
生
労
働
省
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
に
お
け
る
賃
金
シ
ス
テ
ム
等
に
関
す
る
懇
談
会
な
ど
の
議
論
に
積
極

的
に
関
与
し
、
歩
合
給
と
固
定
給
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
給
与
体
系
に
再
構
築
す
べ
く
努
力
す
る
こ
と
。
ま
た
、
労
使
双
方

に
対
し
、
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
真
摯
な
対
応
を
行
う
よ
う
促
す
こ
と
。

九
、
運
転
者
登
録
制
度
に
つ
い
て
、
講
習
の
充
実
等
制
度
の
適
切
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
必
要
な
支
援

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


